
広島県公安委員会告示第 11号 

 次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和 60年国家公安委員会規

則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、

規則第９条第１項の規定により告示する。 

  令和６年２月 13日 

                        広島県公安委員会 

                         委員長 西  野  泰  代 

検定 

番号 

検 定 の 

有 効 期 間 

遊技機の 

種  類 
型 式 名 

申 請 者 名 

（ 住 所 ） 

製造業者名 

（ 住 所 ） 

３Ｐ14 

13 

 

告示の日 

(令和６年２

月 13 日)から

３年間 

ぱちんこ

遊技機 

 

ＰＧＯ！ＧＯ！郷

～革命の５～Ｍ４

－ＶＬＴ 

 

株式会社ニューギン 

代表取締役 新井 悠司 

(愛知県名古屋市中村区烏

森町三丁目 56番地) 

左同 

 

３Ｓ17 

31 

同上 回胴式遊

技機 

Ｌストライク・ザ 

・ブラッドＺＣ 

株式会社エンターライズ 

代表取締役 新井 聡司 

(東京都台東区東上野二丁

目 13番８号) 

左同 

３Ｐ15 

14 

同上 ぱちんこ

遊技機 

Ｐ弾球黙示録カイ

ジ沼５Ｖ３Ｂ 

株式会社高尾 

代表取締役 内ヶ島 吉則 

(愛知県名古屋市中川区中

京南通三丁目 22番地) 

左同 

310623 同上 同上 Ｐクイーンズブレ

イド４Ｖ１Ｄ 

同上 左同 

330583 

 

同上 

 

回胴式遊

技機 

 

Ｌ聖闘士星矢海

皇覚醒ＹＧ 

 

株式会社三洋物産 

代表取締役 金沢 全求 

(愛知県名古屋市千種区今

池三丁目９番 21号) 

左同 

 

 


